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議案第８２号 大津市認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

福祉部子ども未来局 保育幼稚園課

議案第８３号 大津市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
に基づく幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例の制定について

令和６年６月市議会通常会議
教育厚生常任委員会説明資料

令和６年６月２４日（月）

議案第８４号 大津市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め
る条例の一部を改正する条例の制定について

議案第８５号 大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例の制定について
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１ 改正の経緯・概要

〈令和６年６月市議会通常会議 議案第８２号、議案第８３号、議案第８４号、議案第８５号〉

国のこども未来戦略の加速化プランにおいて、幼児教育・保育の質の向上を目的として保育施設に

おける保育士等配置基準が見直され、令和６年３月１３日付「児童福祉施設の設備及び運営に関する基

準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令」、「就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき内

閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する告示」及び

「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令」が

それぞれ公布され、令和６年４月１日から施行された。

これに伴い、保育士等の配置基準が改正となるため、同様の内容が規定されている本市の条例の一

部を改正する条例を制定する。

大津市認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例の
制定について 他３議案

２ 改正内容

保育士等配置基準を以下のとおり改正する。

改正後現行の配置基準年齢区分

１５人につき、１人２０人につき、１人３歳児

２５人につき、１人３０人につき、１人４歳児・５歳児
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※ 改正後の第４条第２項の規定による子どもの教育及び保育に従事する職員の数について

は、当該職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるとき

は、同項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

２ 施行予定日

公布の日

〈令和６年６月市議会通常会議 議案第８２号〉

大津市認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例の
制定について

１ 対象施設

・ 保育所型認定こども園

・ 幼稚園型認定こども園
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改正後現行

（改正部分の抜粋）

〈令和６年６月市議会通常会議 議案第８２号〉

大津市認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例の
制定について

（職員の配置の基準）（職員の配置の基準）

第４条 （略）第４条 認定こども園には、園長を置かなければならない。

２ 認定こども園に置く子どもの教育及び保育に従事する職員（以下「教

育・保育従事職員」という。）の数は、次の各号に掲げる子どもの区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める数を合計した数以上とする。ただ

し、常時２人を下回ってはならない。

２ 認定こども園に置く子どもの教育及び保育に従事する職員（以下「教

育・保育従事職員」という。）の数は、次の各号に掲げる子どもの区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める数を合計した数以上とする。ただ

し、常時２人を下回ってはならない。

（１） 満４歳以上の子ども おおむね２５人につき１人（１） 満４歳以上の子ども おおむね３０人につき１人

（２） 満３歳以上満４歳に満たない子ども おおむね１５人につき１人（２） 満３歳以上満４歳に満たない子ども おおむね２０人につき１人

（３）及び（４） （略）（３） 満１歳以上満３歳に満たない子ども おおむね５人につき１人

（４） 満１歳に満たない子ども おおむね３人につき１人
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※ 改正後の第１７条第３項の規定による園児の教育及び保育に直接従事する職員の数につ

いては、当該職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがある

ときは、同項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

〈令和６年６月市議会通常会議 議案第８３号〉

大津市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律に基づく幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

・ 幼保連携型認定こども園

１ 対象施設

２ 施行予定日

公布の日
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改正後（案）現行

〈令和６年６月市議会通常会議 議案第８３号〉

大津市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律に基づく幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

（職員の数等）（職員の数等）

第１７条 （略）第１７条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに専任の主幹保育

教諭、指導保育教諭又は保育教諭（次項において「保育教諭等」とい

う。）を１人以上置かなければならない。

２ （略）２ （略）

３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育に直接従事する

職員（副園長（幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和２４

年法律第１４７号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。以下こ

の項及び附則第８条において同じ。）を有し、かつ、児童福祉法第１８

条の１８第１項の登録（以下この項において「登録」という。）を受けた

者に限る。）、教頭（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を

受けた者に限る。）、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育

教諭又は講師の職にある者に限る。次項、第５項、第８項及び附則第７

条から第１０条までにおいて「職員」という。）の数は、次の各号に掲げ

る園児の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数を合計した数以

上とする。ただし、常時２人を下回ってはならない。

３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育に直接従事する

職員（副園長（幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和２４

年法律第１４７号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。以下こ

の項及び附則第８条において同じ。）を有し、かつ、児童福祉法第１８

条の１８第１項の登録（以下この項において「登録」という。）を受けた

者に限る。）、教頭（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を

受けた者に限る。）、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育

教諭又は講師の職にある者に限る。次項、第５項、第８項及び附則第７

条から第１０条までにおいて「職員」という。）の数は、次の各号に掲げ

る園児の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数を合計した数以

上とする。ただし、常時２人を下回ってはならない。

（改正部分の抜粋）
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（１） 満４歳以上の園児 おおむね２５人につき１人（１） 満４歳以上の園児 おおむね３０人につき１人

（２） 満３歳以上満４歳に満たない園児 おおむね１５人につき１人（２） 満３歳以上満４歳に満たない園児 おおむね２０人につき１人

（３）及び（４） （略）（３） 満１歳以上満３歳に満たない園児 おおむね５人につき１人

（４） 満１歳に満たない園児 おおむね３人につき１人
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※ 改正後の第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の規定に

よる保育士又は保育従事者の数については、これらの者の配置の状況に鑑み、保育の

提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお

従前の例によることができる。

〈令和６年６月市議会通常会議 議案第８４号〉

大津市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

・ 地域型保育施設

１ 対象施設

２ 施行予定日

公布の日
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改正後（案）現行

〈令和６年６月市議会通常会議 議案第８４号〉

大津市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

（職員）（職員）

第２９条 （略）第２９条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置か

なければならない。ただし、第１６条第１項の規定により搬入施設から

食事を搬入するとき、又は同条第４項の規定により調理業務の全部を

委託するときは、調理員を置かないことができる。

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分（第３号及び第４号に

掲げる区分にあっては、法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受

け入れる場合に限る。）に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加

えた数以上とする。

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分（第３号及び第４号に

掲げる区分にあっては、法第６条の３第１０項第２号の規定に基づき受

け入れる場合に限る。）に応じ、当該各号に定める数の合計数に１を加

えた数以上とする。

（１）及び（２） （略）（１） 乳児 おおむね３人につき１人

（２） 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね５人につき１人

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（４） 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人（４） 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人

（改正部分の抜粋）
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改正後（案）現行

〈令和６年６月市議会通常会議 議案第８４号〉

大津市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

（職員）（職員）

第３１条 （略）第３１条 小規模保育事業B型を行う事業所（以下「小規模保育事業所B

型」という。）には、保育士その他保育に従事する職員が受けなければ

ならないものとして市長が行う研修（滋賀県知事その他の機関が行う

研修で、市長が指定するものを含む。）を修了した者（次項において「保

育従事者」と総称する。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。

ただし、第１６条第１項の規定により搬入施設から食事を搬入するとき、

又は同条第４項の規定により調理業務の全部を委託するときは、調理

員を置かないことができる。

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分（第３号及び第４

号に掲げる区分にあっては、法第６条の３第１０項第２号の規定に基づ

き受け入れる場合に限る。）に応じ、当該各号に定める数の合計数に１

を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分（第３号及び第４

号に掲げる区分にあっては、法第６条の３第１０項第２号の規定に基づ

き受け入れる場合に限る。）に応じ、当該各号に定める数の合計数に１

を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

（１）及び（２） （略）（１） 乳児 おおむね３人につき１人

（２） 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね５人につき１人

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（４） 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人（４） 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人
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改正後現行

〈令和６年６月市議会通常会議 議案第８４号〉

大津市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

（保育所型事業所内保育事業所の職員）（保育所型事業所内保育事業所の職員）

第４４条 （略）第４４条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理

員を置かなければならない。ただし、第１６条第１項の規定により搬入

施設から食事を搬入するとき、又は同条第４項の規定により調理業務

の全部を委託するときは、調理員を置かないことができる。

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分（第３号及び第４号に

掲げる区分にあっては、法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受

け入れる場合に限る。）に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とす

る。ただし、一の保育所型事業所内保育事業所につき２人を下回るこ

とはできない。

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分（第３号及び第４号に

掲げる区分にあっては、法第６条の３第１２項第２号の規定に基づき受

け入れる場合に限る。）に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とす

る。ただし、一の保育所型事業所内保育事業所につき２人を下回るこ

とはできない。

（１）及び（２） （略）（１） 乳児 おおむね３人につき１人

（２） 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね５人につき１人

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（４） 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人（４） 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人
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改正後（案）現行

〈令和６年６月市議会通常会議 議案第８４号〉

大津市児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

（小規模型事業所内保育事業所の職員）（小規模型事業所内保育事業所の職員）

第４７条 （略）第４７条 事業所内保育事業（利用定員が１９人以下のものに限る。次条

において「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所（以下こ

の条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。）には、

保育士その他保育に従事する職員が受けなければならないものとして

市長が行う研修（滋賀県知事その他の機関が行う研修で、市長が指定

するものを含む。）を修了した者（次項において「保育従事者」と総称す

る。）、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、第１６条第

１項の規定により搬入施設から食事を搬入するとき、又は同条第４項

の規定により調理業務の全部を委託するときは、調理員を置かないこ

とができる。

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分（第３号及び第４

号に掲げる区分にあっては、法第６条の３第１２項第２号の規定に基づ

き受け入れる場合に限る。）に応じ、当該各号に定める数の合計数に１

を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分（第３号及び第４

号に掲げる区分にあっては、法第６条の３第１２項第２号の規定に基づ

き受け入れる場合に限る。）に応じ、当該各号に定める数の合計数に１

を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

（１）及び（２） （略）（１） 乳児 おおむね３人につき１人

（２） 満１歳以上満３歳に満たない幼児 おおむね５人につき１人

（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね１５人につき１人（３） 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね２０人につき１人

（４） 満４歳以上の児童 おおむね２５人につき１人（４） 満４歳以上の児童 おおむね３０人につき１人

11



Lake Biwa

Otsu City

※ 改正後の第３６条第２項の規定による保育士の数については、その配置の状況に鑑み、

保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、同項の規定にかかわらず、当分の間、

なお従前の例によることができる。

〈令和６年6月市議会通常会議 議案第８５号〉

大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例の制定について

・ 保育所

１ 対象施設

２ 施行予定日

公布の日
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Lake Biwa

Otsu City

改正後（案）現行

〈令和６年6月市議会通常会議 議案第８５号〉

大津市児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部を改正する条例の制定について

（職員）（職員）

第３６条 （略）第３６条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならな

い。

２ 保育士の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳に

満たない幼児おおむね５人につき１人以上、満３歳以上満４歳に満たな

い幼児おおむね１５人につき１人以上、満４歳以上の幼児おおむね２５

人につき１人以上とする。ただし、保育所１につき２人を下回ることは

できない。

２ 保育士の数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳に

満たない幼児おおむね５人につき１人以上、満３歳以上満４歳に満たな

い幼児おおむね２０人につき１人以上、満４歳以上の幼児おおむね３０

人につき１人以上とする。ただし、保育所１につき２人を下回ることは

できない。

（改正部分の抜粋）
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